
配偶者控除と配偶者特別控除の見直し
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INT

2PO

INT配偶者控除額 配偶者特別控除額
控除対象配偶者のうち１月１日現在で
70歳以上の配偶者は老人控除対象配偶
者になります。

納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合は配
偶者特別控除の適用はありません。

所得要件や控除額が
変わりました。

保護者が働いているなど
日中留守にする家庭の
小学1～６年生の
児童が対象です。

 課税室 ☎(24)8951

納税者の所得金額

～
900万円

900万円超
～950万円

950万円超
～1千万円 1千万円超

配偶者控除 33万円 22万円 11万円 0円

老人控除
対象配偶者 38万円 26万円 13万円 0円

納税者の所得金額

～900万円 900万円超
～950万円

950万円超
～1千万円

配
偶
者
の
所
得
金
額

38万円超～  90万円 33万円 22万円 11万円

90万円超～  95万円 31万円 21万円 11万円

95万円超～100万円 26万円 18万円 9万円

100万円超～105万円 21万円 14万円 7万円

105万円超～110万円 16万円 11万円 6万円

110万円超～115万円 11万円 8万円 4万円

115万円超～120万円 6万円 4万円 2万円

120万円超～123万円 3万円 2万円 1万円

 123万円超～　　 0円 0円 0円

放課後児童クラブ
入所受付開始

受付期間　１月15日㈫～21日㈪ ９時～18時
申込方法　市役所１階子育て支援課（2番窓口）に備え付けの入所承認申請

書に必要事項を記入し提出
持 ち 物　印かん（朱肉を必要とするもの）、平成30年１月２日以降に転

入した人は両親分の平成30年度の住民税課税証明書か非課税証
明書

  子育て支援課　☎(24)8967

各クラブに直接申し込み。
費用や申込方法など詳しくはお問い合わせください。

  銚子中央保育園ひまわり子育て支援センター（銚子中央保育園）
　　  ☎(25)3773

４月入所

市立

民間

名称 場所

本城放課後児童クラブ 本城町４-226

飯沼放課後児童クラブ 前宿町1200

高神放課後児童クラブ 犬吠埼10222-１

豊里放課後児童クラブ 笹本町359-１

春日放課後児童クラブ  春日町287

明神放課後児童クラブ 明神町１-１

豊岡放課後児童クラブ 未定★

海上放課後児童クラブ 垣根町１-169

清水放課後児童クラブ 清水町2894

名称 場所
中央放課後児童クラブ
☎ (25)3773

台町2197
(銚子中央保育園内)

双葉放課後児童クラブ
☎(21)6535 新生町２-10-３

★豊岡放課後児童クラブの実施場所は未定です。

＼ここが変わる！平成31年度 市県民税／

土・日曜日も
受付！
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